
令和３年度
第１回越谷市空家等対策協議会

日時：令和４年１月２７日（木）
午後２時００分より

場所：越谷市役所本庁舎８階
第１委員会室

資料１



１．開会

２．あいさつ

３．議事
（１） 越谷市空家等対策計画の実施状況について（報告）

（２） （仮称）越谷市空き家対策総合実施計画（案）について

（３） 新たな取り組みについて

４．その他

５．閉会

次第



配布資料

【資料１】 スライド資料

【資料２】 （仮称）越谷市空き家対策総合実施計画（案）

【参考資料１】 越谷市空家等対策計画 概要版

【参考資料２】 越谷市空家等対策協議会運営要領

空家等対策の推進に関する特別措置法

越谷市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

越谷市空き家等の適正管理に関する条例

越谷市空き家等の適正管理に関する条例施行規則



（１）越谷市空家等対策計画の実施状況について（報告）

３．議事

4



越谷市空家等対策計画の基本的な方針

１．適正管理の促進
（1）管理不全な状態の空家等への対応
（2）適正管理のための支援
（3）解決が困難な事案への対応

２．空き家の予防・抑制
（1）予防行動の促進
（2）建築物の良質化

３．活用・流通の促進
（1）空家等の流通の促進
（2）空家等の多様な活用
（3）跡地の活用促進 5



適正管理対策の状況（令和３年１２月３１日時点）

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理の促進

①管理不全空家等相談 累計件数：841件
（うち、所有者等不明の件数 ： ７件）

②特定空家等認定件数等

認定
助言又
は指導

勧告 命令に係る
事前通知

命令以降 完了

平成２９年度 31 31 0 0 0 6

平成３０年度 27 27 2 0 0 13

令和元年度 29 29 0 1 0 5

令和２年度 7 7 2 0 0 16

令和３年度 6 6 2 0 0 11
累計 100 100 6 1 0 51
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助言・指導書同封チラシ

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理の促進
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助言・指導書同封チラシ（令和元年７月～）

2

（1）管理不全な状態の空家等への対応
１．適正管理の促進
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適正管理対策推進に向けて、
公益社団法人越谷市シルバー人材センター
との協定締結

令和元年１１月締結

所有者等の依頼に応じ、適正管理の実施
・空家等の見回り及び点検
・空家等の清掃、除草及び植木の剪定

宅地建物取引業協会 越谷支部
との協定締結（平成３１年２月）

適正管理だけでなく
予防、活用・流通対策
でも連携

（2）適正管理のための支援
１．適正管理の促進
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令和２年９月 公益社団法人越谷市シルバー人材センターと、

「ふるさと納税に伴う謝礼品贈呈事業に関する協定」締結

（2）適正管理のための支援
１．適正管理の促進

越谷市にふるさと納税を行った個人に対し、謝礼品として、空き家の
見回りサービスを実施

謝礼品（寄付額：10,000円コース）
１．空家やその敷地を道路等からの目視による確認（２回）
２．写真付きの報告書の作成及び送付（２回）

件数 口数

令和２年度 1 3

令和３年度 0 0

累計 1 3

・所有している空き家等の状態を把握することで継続的な適正管理対策を促す

・全国から閲覧されるふるさと納税のポータルサイトに、空き家対策を掲載
➡本市における空き家対策を周知

（令和３年１２月３１日時点） 10



所有者不明空き家への対応（財産管理人制度の活用）

（3）解決が困難な事案への対応
１．適正管理の促進
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選任された財産管理人が、空家等の管理・清算を行う

所有者不明空き家への対応

（3）解決が困難な事案への対応
１．適正管理の促進

今後、状態の改善はされず、悪化するのみ

市が利害関係人となり、家庭裁判所へ財産管理人選任の申立て

年 度 件 数

令和元年度 １件

令和２年度 １件

令和３年度 １件

（令和３年１２月３１日時点） 12



13

固定資産税の納税通知書の裏面に啓発文の記載

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策



（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

固定資産税の納税通知書の同封チラシ
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【高齢者の集まり】（空き家予備群）

・高齢者向けサロン
・福祉施設、病院等の家族会
・自治会の集会

講師：司法書士
行政書士

５軒に１軒が空き家予備軍

相続おしかけ講座
遺言作成
など、

相続対策の
意識啓発

相続対策により
空き家の増加を抑制
(売却、適切な管理の実施等)

空き家予備軍への
積極的な働きかけ相続 が６割

※平成２６年空き家実態調査（国）

空き家の

発生要因
⇒ 相続おしかけ講座

講演
相談

15

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

令和元年度は２回実施
⇒それぞれ、１７名が参加
*令和２年度は新型コロナのため中止

老人福祉センター けやき荘



「終活セミナー」の開催⇒空き家の予防対策

日時：令和３年１１月１９日
場所：越谷市中央市民会館
対象：市民
講師：日本エンディングサポート協会
共催：あいおいニッセイ同和損害保険㈱

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

⇒５3名の参加
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（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

・従来のＡ4用紙１枚の「ご案内」に代わり、
遺族が行う各種手続きや相談窓口などに
ついて、分かりやすく冊子にまとめたもの
・死亡届時に市民課が配布等をする

➡空き家を相続される方に対し、
相続登記の必要性、 適正管理、
活用・流通等について掲載

（令和３年１０月より配布）

「おくやみハンドブック」に空き家に関する掲載
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（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

令和２年度
空き家になる前からできる予防対策として、
越谷市社会福祉協議会のエンディングノート
を広報、ＨＰ等で周知

さらなる、予防行動の促進のため、

越谷市版の空き家予防に特化した
「住まいの終活ノート」の作成に取り組んでいる。

（特徴）
・書き込みやすいよう、記入に役立つ参考資料を作成
・意思を整理しやすくするため、フロー図を作成
・今からできる対策手法を掲載
・フローの結果ごとに、具体的な相談会や相談先を記載
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「住まいの終活ノート」

（1）予防行動の促進
２．予防・抑制対策

見開きページ（例）

左）記入ページ 右）記入のための参考ページ
（調べ方、書類の見方等） 19



平成３１年２月に宅地建物取引業協会
越谷支部と協定締結

（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策
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空き家相談会の実施（月１回）
（令和元年４月～）

（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策

参加組数 解消件数

令和元年度 １３ ２

令和２年度 0 0

令和３年度 ２ 2

累計 1５ 4

*令和２年２月以降は、新型コロナウィルス
感染拡大防止のため、
電話や書面による相談を推奨

主な相談内容 対 応

相続で空家を所有したが所有権移転し
ていない。

司法書士による変更登記を含め対応を行い、最終的に
売買により空家状態の解決。

購入しようとしている空き家について
のアドバイスが欲しい。

物件の目星はついていたため、物件紹介は行わず、売
買にあたってのアドバイスを行った。

母が老人ホームへ入所し、空き家と
なった。売却は考えていないがどうし
たらよいか。

自分での管理、業者との契約による管理の方法を紹介
しアドバイスを行った。

（令和３年１２月３１日時点）

21



・助言・指導書へ同封
・相談者等へ配布や送付
・令和２年度は、
市外所有者2,7９3件へ送付

所有者からの活用や流通に関する相談及び同意書
（令和元年４月～令和3年12月31日時点 同意書は、令和元年７月から実施）

（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策

相談件数
解消
件数うち、

同意書受理

令和元年度 未集計 1５ 3

令和２年度 未集計 ５1 10

令和３年度 ４７ 33 13

累計 ４７ ９９ 2６
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越谷空き家バンク（令和２年８月から実施）

（1）空家等の流通の促進
３．活用・流通対策

登録件数
成 約 件 数

賃貸 売買

令和２年度（８月から） 3 0 0 0

令和３年度 3 ６ 1 ５

累計 ６ ６ 1 ５

（令和3年12月３１日時点） 23



（２）（仮称）越谷市空き家対策総合実施計画（案）について

３．議事
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空き家対策総合実施計画について

（仮称）越谷市空家等対策総合実施計画（案）について

▶策定の根拠

国土交通省「空き家対策総合支援事業」に即した計画

（空家法第６条第１項に規定する空家等対策計画に沿って実施される空き家

対策であって、「空き家対策総合実施計画」に従って行われる事業）

▶策定の目的

「越谷市空家等対策計画」に基づく、施策の更なる促進を図る。
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空き家対策総合実施計画について

（仮称）越谷市空家等対策総合実施計画（案）について

【空家等の適正管理対策】管理不全な状態の空家等への対応

➡ 施策番号 １－（１）－６：特定空家等の除却等の促進

【空家等の活用・流通対策】空家等の多様な活用

➡ 施策番号 ３－（２）－１：公共的な活用を促進する仕組みづくり

▶「越谷市空家等対策計画」における施策

▶国費の補助対象

「空き家対策総合実施計画」を策定することで、市が所有者等へ交付する

補助金の1/2に対し、国からの補助を受けることができる。
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空き家対策総合実施計画の構成
▶「空き家対策総合実施計画」の構成
（住宅市街地総合整備事業制度要綱に規定）

1 計画の実施地区の区域

2 基本的方針

（１）実施地区の概要

（２）実施地区の課題

（３）実施地区の整備の方針

（４）空き家対策総合実施計画の目標

（５）連携した協議会等の概要

3 空き家の活用と除却に関する事項

4 他の空き家対策に関する事項

（１）空き家対策促進事業

（２）空き家対策総合支援事業の補助対象以外の空き家対策に関する取組

５ その他必要な事項

（仮称）越谷市空家等対策総合実施計画（案）について
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２．基本的方針

（仮称）越谷市空家等対策総合実施計画（案）について

（２)実施地区の課題（Ｐ.1）

①高齢単身世帯・高齢夫婦世帯が、増加し続けており、

今後も空家等の増加が懸念

②Ｈ２９年度越谷市空き家等実態調査の結果

・そのままの状態では活用できない空家等： 3５7件（17.4％）

➡特定空家等の除却を促進

・適正な管理が行われている建築物 ：1,６９3件（８２．６％）

➡活用が可能な空家等の利活用や流通の促進
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２．基本的方針

（仮称）越谷市空家等対策総合実施計画（案）について

（３)実施地区の整備の方針（Ｐ．２）

「越谷市空家等対策計画」における３つの基本な方針に基づく総合的な対策を実施

１.適正管理の促進

・法や条例に基づく指導等の実施

・所有者等による自発的な除却を促進するための支援

２.発生の予防・抑制

・相続対策に関する出張講座の開催

・納税通知書へ啓発文の記載及びチラシの同封

３.活用・流通の促進

・（公社）宅建協会との連携による総合的な活用、流通促進

・空き家の利活用事業に係る改修への支援
29



２．基本的方針

（仮称）越谷市空家等対策総合実施計画（案）について

（４)空き家対策総合実施計画の目標（Ｐ.2）

計画期間：令和４年度から令和７年度（４年間）

目 標：空家等の活用 2棟

空家等の除却 12棟

（５)連携した協議会等の概要（Ｐ.3）

名 称：越谷市空家等対策協議会
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３．空き家の活用と除却に関する事項（Ｐ.3）

（仮称）越谷市空家等対策総合実施計画（案）について

空き家等対策基本事業

事業手法 施行者 事業対象
活用用途

又は跡地の活用
棟数

事業実施
予定時期

活用 所有者等 空家等
地域活性化等に資する
施設（交流施設等）* ２

令和４年度から
令和７年度（４年間）

除却 所有者等 特定空家等 所有者等の意向による １２

*「地域活性化等に資する施設（交流施設等）」の例

・・・子ども食堂、高齢者サロン、学習支援施設等
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４．他の空き家対策に関する事項

（仮称）越谷市空家等対策総合実施計画（案）について

（１）空き家対策促進事業（Ｐ.3）

概 要 ：空家対策に関するリーフレットの作成及び配布

施行者 ：越谷市

予定時期：令和４年度から令和７年度（４年間）
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４．他の空き家対策に関する事項

（仮称）越谷市空家等対策総合実施計画（案）について

（２）空き家対策総合支援事業の補助対象以外の空き家対策に

関する取組（Ｐ.4）

事 業 概 要 施行者 事業実施予定時期

空家無料相談会の開催

越谷市
令和４年度から令和７年度

（４年間）

周知・啓発チラシ（固定資産税納税通知書同封等）

空家対策等に関する出張講座の開催

越谷空き家バンク
（不動産団体と連携した空家等の流通・促進）

空家対策に特化した終活ノートの作成、周知

相続財産管理人制度の活用
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（３）新たな取り組みについて

３．議事
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フェーズ０
居住中

（空家予備軍）

フェーズ２
管理不全な
空家等

フェーズ1

空家化初期
利用可能時期

フェーズ３
特定空家等

フェーズ４
対応困難な
状態

相続、
施設入所等

条例による
助言・指導等

対応困難となり、
地域コミュニティ等の阻害

所有者等の対応
〈活用・流通等〉

【空家問題の特徴】
所有者等が高齢化すると、所有者等による対応が困難となる
相続等により、処分の手間、時間、コストが増加

改修等

法による助言・指導等

新たな取り組みについて

空き家問題の特徴について
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建 物 の 状 態

不 良

高

い

低

い

活用や流通がされやすい。

所

有

者

活

用

意

識

著しく不良な状態になる前に、
対応が必要。
市場での活用や流通が
されにくい。
リノベーションは必須では
ないが、マッチングで工夫が
必要。

良

相続等が整理されていない
ことや、所有者が高齢で、
活用方法が分からないことが
要因の場合がある。
活用手法の提案や所有者等の
意識啓発が必要。

放置期間が長期化し、近隣から
苦情となる可能性が高い。
所有者等との連絡も困難なこと
が考えられる。
➡法令による指導等の対象。

① ②

③ ④

活用や流通はできるが、空き家状態のまま（＝遊休不動産）となっている
②と③をターゲットに、さらなる活用・流通の促進に取り組む。
➡市内の遊休不動産の現状等を把握し、①への移行手法等を検討

新たな取り組みについて

さらなる活用・流通促進の対象
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遊休不動産の現状、課題の把握

遊休不動産活用フロー

平成２９年度
空き家等実態把握調査

試験的現地調査
・

意識調査

エリアＡ

エリアＢ エリアＣ

・・・ ・・・

・モデルエリア選定

・遊休不動産活用の手法検討

・詳細調査、所有者意向アンケート等

いくつかのエリアを
職員が歩いて現状確認

新たな取り組みについて

モデル的な
活用事例
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越谷市の概要①

▶人口 ：約３４万人

▶市域面積：６0.24㎢

▶埼玉県の東南部、都心から
半径２５㎞圏内に位置しており、
北は春日部市、東は松伏町及び吉川市、
南は草加市、西はさいたま市と接している。

▶東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）が
南北に、ＪＲ武蔵野線が東西に走り、鉄道の
結節点として機能している。

▶鉄道駅周辺を中心に市街地が形成され、
それを取り巻くように農地が広がっている。

新たな取り組みについて
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▶世帯数の推移
高齢化の影響により、
高齢単身世帯、高齢夫婦世帯
からなる「高齢世帯数」が
増加傾向にある。

▶１世帯当たり人員の推移
全国や埼玉県と比較して高い
数値となっているが、
年々減少傾向にあり、平成２７年は
2.4５人/世帯となっている。

越谷市の概要②

新たな取り組みについて
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Ｈ２９実態把握調査による空き家の分布

▶市内の活用できる空き家2,0５0件
のうち、１,６９３件（８２.６％）が
適正な管理が行われている空き家

新たな取り組みについて
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▶市内空き家所有者等に対するアンケート
・活用について実施していることについて、
「特に何もしていない」が、４５．６％
・自由記述においては、「活用の仕方について、
助言等がほしい」、「リフォームして頂けるなら貸したい」
等の意見も

（Ｈ2９越谷市空き家等実態把握調査結果）

合計５8.3％
潜在的➡

Ｈ2９実態把握調査による所有者の意識

新たな取り組みについて
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市内の遊休不動産について

平成２９年度の空き家等実態調査によると、
市内には活用できるのに放置されている
「遊休不動産」が多数存在している可能性

「遊休不動産」を掘り起こし、
空き家の更なる活用・流通の促進に取り組む

新たな取り組みについて

42



試験的な現地調査の概要について
（ここからは、正面のスクリーンをご覧ください）

新たな取り組みについて

試験的な現地調査（Ｒ3.11実施）

以降は、当日、スライドでご説明いたします
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ご清聴ありがとうございました。


